
■補助金申請の流れ■ 
  申請は、コンベンション開催の１ヶ月前までに提出してください。 

  詳しくは、鳥栖市役所商工振興課にお問合せください。 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■申請書の様式■ 
  申請等を行うための様式は、鳥栖市役所商工振興課に設置しています。 

  また、鳥栖市役所ホームページのオンラインサービスからもダウンロードできます。 

  ＊鳥栖市役所のホームページ http://www.city.tosu.lg.jp/ 

 

■申請・問い合わせ先■ 
  鳥栖市役所商工振興課商工観光労政係 

  ＴＥＬ ０９４２－８５－３６０５ 

  ＦＡＸ ０９４２－８３－３０９５ 

  E-mail syoukou@city.tosu.lg.jp 

「補助金交付申請書（様式１）」及び添付書類※１を提出（１ヶ月前まで） 

適正であると認められた場合、補助金の交付決定をします。 

コンベンションの実施・終了 

「実績報告書（様式５）」及び添付書類※２を提出（終了後１ヶ月以内） 

適正であると認められた場合、補助金の交付確定をします。 

交付確定後、所定の請求書を鳥栖市役所商工振興課に提出 

請求に基づき、補助金が交付されます。 

※１ 事業計画書、収支予算書 

コンベンションを変更・中止する場合、 

「変更承認申請書（様式３）」を提出 

適正であると認められた場合、補助金の交

付（変更等）決定をします。 

※２ 収支決算書、宿泊証明書 
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